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報道関係者 各位

不正行為を起こした有資格業者の指名停止について

このことについて、下記のとおり指名停止を行いましたので、お知らせします。

記

指名停止の業者名 大栄開発株式会社
長崎県佐世保市日宇町2 6 9 0

指名停止の期間
平成 2 7年 12 月 16 日から
平成 2 8年 1 月 15 日まで 1カ月間

理由
島原市入札参加資
格者指名停止の措
置基準第2条第2
項 [別表第 1第 2
号 (過失による粗
雑工事等)] 該当

大栄開発株)が、長崎県対馬振興局発注の平成 2 4年度-
般国道 3 8 2号道路改良工事 (設計委託)により受託し
た、水路設計が不適切であったため、所要の安全度が確保
できていない状態で施工されていることが判明したための
措置

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園

担当 島原市 契約管財課
契約検査班 荒木武芳
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